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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　アドバンテストの経営者は、適切な財務報告に係る内部統制を整備および運用する責任があります。

　アドバンテストの財務報告に係る内部統制システムは、トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した内部統制

―統合的枠組で示された規準(COSO規準)を基礎として、米国会計基準に準拠した財務諸表の作成と財務報告の信頼性

に関する合理的な保証を提供するために設計・運用されております。

　財務報告に係る内部統制は、内部統制の固有の限界により、虚偽記載を防止または発見できない場合があります。ま

た、内部統制の有効性の評価結果を将来の期間にわたって期待することは、状況の変化により統制が適切でなくなる

かもしれないリスクを、あるいは方針や手続きを遵守する程度が低下するリスクを伴うことに留意する必要がありま

す。

　

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　アドバンテストの経営者は、2012年３月31日における財務報告に係る内部統制の有効性を評価しました。経営者の評

価は、米国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に基づいて行われておりま

す。経営者の評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った

上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。選定された業務プロセスの評価におい

ては、当該業務プロセスを分析した上で、財務報告に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に

ついて整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。 

　評価の範囲は、当社および当社国内外子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす金額的および質的影響の重要性を

考慮して決定しております。

　

３【評価結果に関する事項】

　この経営者の評価にもとづいて、2012年３月31日において、COSO規準を基礎としたアドバンテストの財務報告に係る

内部統制は有効であるという結論を出しました。

　

４【付記事項】

　アドバンテストが採用する内部統制報告書の用語、様式および作成方法のうち、わが国の内部統制報告書の用語、様

式および作成方法に準拠して作成する場合との主要な相違の内容は次のとおりであります。 

　わが国の基準では、財務諸表および財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等を評価の範囲とするが、米国

公開会社会計監視委員会の基準では、「第５　経理の状況」に掲げられた連結財務諸表の作成に係る内部統制のみを

評価の範囲としております。

　

５【特記事項】

　特記すべき事項はありません。
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